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目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
平
成
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
千
八
十
四
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部
改
正�

（
自
然
保
護
課
）　
　

一

〇
平
成
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
千
十
六
号
（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
指
定
）
の
一
部
改

正�

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
地
域
森
林
計
画
変
更
案
の
関
係
書
類
の
縦
覧
（
二
件
）�

（
林
業
振
興
課
）　
　

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定�

（
森
林
整
備
課
）　
　

二

正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
三
四
号
（
令
和
三
年
九
月
三
日
付
け
）
中�

　
　

三

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
六
号

　

平
成
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
千
八
十
四
号
（
銃
猟
禁
止
区
域
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三
年

十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
一
号
中
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

１　

名
称

　
　
　

金
山
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

　

第
一
号
中
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

令
和
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
七
号

　

平
成
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
千
十
六
号
（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三

年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

牡
鹿
半
島
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。　

二　

区
域

　

�　

石
巻
市
渡
波
地
内
の
万
石
橋
左
岸
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
万
石
浦
南
岸
を
東
、
北
西
、
東
及
び
北
に
進
み
東
日

本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
石
巻
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
線
を
北
東
進
し
女
川
町
道
浦
宿
猪
落
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
東
進
し
町
道
蓬
田
針
浜
線
に
通
じ
る
私
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
私
道

を
東
進
し
町
道
蓬
田
針
浜
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
東
進
し
女
川
町
民
有
林
二
九
林
班
と
三
〇

林
班
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
東
進
し
二
九
林
班
ろ
小
班
群
と
は
小
班
群
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
二
九
林
班
ろ
小
班
群
と
は
小
班
群
と
の
境
界
線
を
北
東
進
し
二
九
林
班
ろ
小
班
群
と
に
小
班
群
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
東
進
し
二
九
林
班
い
小
班
群
、
ろ
小
班
群
及
び
に
小
班
群
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
二
九
林
班
い
小
班
群
と
に
小
班
群
と
の
境
界
線
を
東
進
し
二
八
林
班
は
小
班
群
、
二
九
林
班
い
小
班
群
及

び
に
小
班
群
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
二
八
林
班
と
二
九
林
班
と
の
境
界
線
を
南
及
び
南
東
進
し
二
八
林
班
、

二
九
林
班
及
び
三
一
林
班
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
二
八
林
班
と
三
一
林
班
と
の
境
界
線
を
南
及
び
東
進
し
三

二
林
班
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
二
八
林
班
と
三
二
林
班
と
の
境
界
線
を
東
進
し
二
三
林
班
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
二
三
林
班
と
三
二
林
班
と
の
境
界
線
を
南
東
進
し
二
三
林
班
、
三
二
林
班
及
び
三
三
林
班
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
二
三
林
班
と
三
三
林
班
と
の
境
界
線
を
南
東
進
し
県
道
牡
鹿
半
島
公
園
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
県
道
を
南
東
進
し
女
川
町
小
乗
浜
と
女
川
町
高
白
浜
の
地
番
境
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
地
番

境
を
南
東
及
び
北
東
進
し
県
道
女
川
牡
鹿
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
進
し
女
川
町
道
高
白
四
号

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
東
進
し
女
川
町
道
高
白
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道

を
北
東
進
し
海
岸
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
岸
線
を
南
進
し
女
川
町
野
々
浜
、
塚
浜
、
石
巻
市
寄
磯
浜
、
谷
川
浜
を

経
て
石
巻
市
新
山
浜
地
内
石
巻
市
道
新
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
石
巻
市
道
谷
川
鬼
形

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
石
巻
市
道
鮎
川
新
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道

を
南
進
し
県
道
石
巻
鮎
川
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
西
進
し
石
巻
市
道
給
分
村
一
号
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
進
し
石
巻
市
道
給
分
村
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
進

し
石
巻
市
給
分
浜
字
給
分
地
先
の
海
岸
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
岸
線
を
北
上
し
石
巻
市
小
網
倉
、
狐
崎
浜
、
荻
浜

を
経
て
石
巻
市
荻
浜
字
田
ノ
上
浜
地
内
の
防
波
堤
南
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
峯
通
り
を
南
東
に
進
み
横
浜
山
の
頂
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
更
に
峯
通
り
を
北
東
進
し
県
道
石
巻
鮎
川
線
の
稗
畑
石
峠
境
界
の
峠
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県

道
を
西
進
し
石
巻
市
立
荻
浜
中
学
校
正
門
前
を
経
て
、
防
波
堤
北
端
に
通
じ
る
小
径
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
小
径
を
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南
進
し
海
岸
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
岸
線
を
西
及
び
北
東
進
し
石
巻
市
桃
浦
地
内
石
巻
市
道
桃
浦
二
号
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
東
進
し
県
道
石
巻
鮎
川
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
石
巻
市
桃
浦
集
落
と

女
川
町
大
石
原
浜
集
落
を
結
ぶ
歩
道
を
東
及
び
北
東
進
し
石
巻
市
と
牡
鹿
郡
女
川
町
と
の
境
界
線
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
境
界
線
を
北
及
び
西
進
し
石
巻
市
有
林
一
〇
五
林
班
い
小
班
群
と
一
〇
四
林
班
は
小
班
群
と
の
境
界
線
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
進
し
石
巻
市
道
蛤
浜
通
学
路
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
石
巻
市
道
小

竹
浜
蛤
浜
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
南
進
し
海
岸
線
に
至
り
、
海
岸
線
を
南
西
及
び
北
進
し
渡
波
港
を
経
て

起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域
。

三　

存
続
期
間

　
　

令
和
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
一
年
間
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
南
部
地
域
森
林
計
画
を
変

更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供

す
る
。

　

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
宮
城
県
知
事
に
、
理
由
を

付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
三
年
十
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

森
林
計
画
区
の
名
称

　
　

宮
城
南
部
森
林
計
画
区

二　

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
を
受
け
付
け
る
場
所

　

�　

宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
林
業
振
興
課
）、
宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
及
び
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務

所
三　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
三
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
二
十
六
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
北
部
地
域
森
林
計
画
を
変

更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供

す
る
。

　

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
宮
城
県
知
事
に
、
理
由
を

付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
三
年
十
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

森
林
計
画
区
の
名
称

　
　

宮
城
北
部
森
林
計
画
区

二　

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
を
受
け
付
け
る
場
所

　

�　

宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
林
業
振
興
課
）、
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
、
宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所
（
栗

原
地
域
事
務
所
含
む
。）、
宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
（
登
米
地
域
事
務
所
を
含
む
。）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
地

方
振
興
事
務
所

三　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
三
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
二
十
六
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
八
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
十
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
雄
勝
町
雄
勝
字
原
一
の
四
三

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
と
す
る
。

　
　
　
　

字
原
一
の
四
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）

及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）
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正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
三
四
号
（
令
和
三
年
九
月
三
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

四同同

段上同下

行
後
か
ら

七　
　

後
か
ら

一　
　八

正

気
仙
沼
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。）

気
仙
沼
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。）

石
巻
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。）

　
　
　
　
　
　
　

誤

気
仙
沼
市
本
吉
町
東
川
内
一
二
六
の
一

（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）

気
仙
沼
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）

石
巻
市
湊
字
鹿
妻
山
一
〇
五
の
一
（
国

有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）


